
◆令和4年度　「第２期財政規律ガイドライン」スケジュール
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（市民参加の対象）

第５条 市民参加の対象となる事項（以下「対象事項」という。）は、次に掲げるとおりとする。

（省略）

２ 執行機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加の

対象としないことができる。

（１）内容の変更等が軽易なもの

（２）改定や変更等を緊急に行わなければならないもの

（３）法令の規定により実施の基準が定められているもの

（４）市の内部の事務処理等に関するもの

↓
（パブコメを実施しない理由）

①内部規律を定めるものであり、市民生活に直接的な影響を及ぼすものでは無い。

②内容が専門的であり、市民に広く意見を求めるような性質であるとは言い難い。

◎第2期 財政規律ガイドラインはパブコメを実施しない。

「草津市行政経営改革プラン」で掲げるアクション・プラン（実施計画）に、「財政規律ガイドラインに

基づく取組の推進」を位置付けているため、アクション・プランの進捗管理を行う「草津市行政経営

改革推進委員会」に諮ることとする。
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